
現代国家の公共性と経営性序説

とくに国際化と情報化時代をふまえて←ー

一瀬智司

I はじめに

今日の世界において，現代国家が「公共の福祉と利益」という公共性

原理（PublicWelfare, Public Interests）とともに，現代国家とくにその

政府・公共部門（PublicSector）が効率のよい，比較的小さな政府の要請

されていることは，わが国の第2次臨時行政調査会（以下「臨調」という）

の報告書に見るまでもなく，米欧等の諸外国においてもイギリスのサッ

チャ一政権，アメリカのレーガン政権をはじめ，ほぽ軌をーにしている

と言うことが出来る。そこで筆者は，この政府・公共部門の効率性を現

代国家の経営性原理（Managementor Adminis仕ation）として捉え，こ

こに「現代国家の公共性と経営性序説」としてまとめておきたいと思う。

ただ現代国家の公共性原理に関する部分については，極めて不十分で

はあるが，「現代国家における公共性試論」（国際基督教大学アジア文化

研究所刊，『アジア文化研究，大塚久雄古稀記念論文集』）｛九題して論述

したことがあり，また公益事業（PublicUtilities）に関連して「公益概念

と公益事業発展の新動向」（公益事業学会機関誌，『公益事業研究」第24

巻第2号）ωにおいても公益概念についてふれているので， ここにおい

ては，今日ならびに今後の国際化ならびに情報化時代をふまえて，国益

(National Interests）および国際公益概念（InternationalPublic Interests) 

に関連して若干私見を述べることにしておこう。

ついで本論として現代国家の経営性について序説的に論及することに

したいが，現代国家の公共性を目的概念として捉えることとすれば，現
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代国家の経営性は手段概念として捉えられると思われるので，前者を7

7シ？ムな行政効果，とくに（最大福祉），後者をミニマム・コスト（最

少コスト）として，マクシマム・ウェjレフェアをミニマム・コストで達成

しようとするところに現代国家の経営性の特色を見ることにしたい？こ

の事によって少しでも行政学と経営学の橋渡しとしての公経営研究に寄

与できればと考えるが，行政学界ないし経営学界その他的御理解ある御

叱正をお願いしたい。

II 公共性，と〈に国益および国際公益についての若干のコメント

公共性を従来のわれわれの考え方にしたがって，「公共の福祉と利益」

と規定しておくとすれば，この考え方は， PublicWelfareないし Public

Interestsといういわゆる西欧的，とくにアメリカ，イギリス型の自由・

民主主義的な社会，国家において基本的に認められた原理ないし哲学と

いってよいものであろう：｝つまり筆者らの理解によれば，公共性のよっ

て立つ基礎は国民，市民一般にあり，日本国憲法の主権在民にあるよう

に，民（People）を措いて公共性の基礎は存しないと考えられるのである？

しかし現実には，それぞれに利害集団（InterestGroups）があって，利

害関係の対立が多〈存することも否定できない。この事は利害集団，組

織の民間たると政府・公共部門たるとを問わない。とくに公共目的を主

たる任務とする政府・公共部門においてさえ，各省各庁の縦割行政組織

に見られる利害関係の対立は，行政学，組織理論研究の示すところであ

り，公共性原理の担い手，主体は，必ずしも政府・公共部門とは限らな

いという「公益事業J，「公益活動」概念とも結びついていて現代の新し

い課題ともなりつつあるのである？

しかし，ここでは論議を限定して公共の福祉と利益一般，または公共

性一般とせず，国際化時代をふまえ，また最近向日本をとりまく国際環

境をふまえて，平和と総合安全保障といった国益（NationalInterests) 

または国際公益（Inte口mtionalPublic Interests）に関して若干の主主理を
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行っておこう。

1 〈国益（NationalInterests）について〉 もちろん，筆者は政治学者，

ないし特に国際政治学者でいはないので，本格的な理論的考察はなしえな

いが，仮りに国益（NationalInter田恒）を規定して国民，市民一般の利益と

し，国家の目標が国益の追求にあるとすれば，現代の多くの国家は，国

民，市民一般の利益のために，領土の保全，安全保障，国民，市民の生

活・福祉の向上，市場およひ’重要資源の確保，イデオロギー的ないし文

化的価値の維持など，複数の目標を追求していることが指摘されている？

他方で国益，公益の名のもとに特定の利害関係集団の利益を追求する

要素もないではないが，一般には各国家とも，それぞれ以上に述べたよ

うな国家目標を追求しているといってよかろう。そして往々にして現在

の世界で見受けられるように，国益と国益が対立して経済摩擦や文化摩

擦を生じ，これらが各国家聞の対立として国際聞の緊張を生み，国際紛

争にも発展する国際政治，外交，軍事，経済上の平和的解決困難な課題

となりうるのてaある？

この事は，国益が元来国民，市民の利益と規定されてきた趣旨と矛盾

することとなり，国民，市民の利益を改めて基本的な長期的利益，つま

りわが国を含む西側の国家についていえば，自由・民主主義の体制のも

とに，平和と安全が確保され，国民，市民福祉が向上されるよう，時に

は眼前の短期的利益を抑制する自制心も必要とされると思われるのであ

る。いいかえれば，国益における長期，短期ないし中期の考え方である。

現在顕在化している農産物に関する日米的経済摩擦などはその典型的な

事例であろう！）

かくして各国それぞれの時点における短期的かつ直接的国益をぶつけ

合うだけでなく，国益と国益の対立を回避し，賢明な長期的国益という

叡智によって，各国が妥協，協調をはかつて行く。このような柔軟な国

家の公共政策が今目的国際化された環境のもとで長期的国益として望ま

れるように思われる。
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ところで国民，市民の立場から短期，中期はもちろん長期かつ恒久的

に望まるべきものが，平和と総合安全保障（政治と経済の両面等を含む

ものと理解する）にある事は， 1945（昭和20）年8月15日の第二次世界大

戦の終了とわが国の敗戦を境として， 40年に及ぶ平和を享受した国民，

市民として斉しく念願するところであろう？

もちろん，ここに平和や総合安全保障の意味する内容について多くの

論議がありうるが，日本国憲法第9条l項に規定するように，「日本国民

は，正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し，」と言い，「医久

の平和を念願し，平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して，われら

の安全と生存を保持しようと決意した。」とその前文にも述べているの

であるが，具体的にどのようにしてその理念を実現するかが問題である？

そこで総合安全保障をわが国の平和と安全への念願のための施策・手

段と規定し，政治，外交，防衛，経済，国際協力，文化交流を含むもの

と解するとすれば，この総合安全保障政策が国益に添うものであること

はいうまてιもない？われわれとしては，この総合安全保障政府わが国

の平和と安全に寄与するとともに，併せてわが国の置かれているアジア

の国際環境にとっても，プラスになるとの観点から，この論を進めたい

と思う。つまり，国益と国際公益の関係である。

2 . ＜国際公益（InternationalPublic Interests）との関係〉 ここに国際

公益とは何かが問題になるが，基本的，一般的に「国際社会における人

人（People），市民の利益」と規定すれば，広くは人類全体の利益に通じ，

今日の国際社会においては，アジア太平洋等の地域の国々の国民h 市民

に共通の利益と規定することは可能て”あろう？

しかし，現実には利害関係者集団の存在すること，それぞれの国内の

反映で，政府・公共部門たると民間部門（企業），また市民，地域住民等

たるとの差異はない。ただ一部の固に見られるように，全体主義的な国

家においては，個人的権力者や少数の権力集団が民衆的名のもとに国益

や国際公益を主張する例がありうる。
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かくして国際社会においては，各国圏内と異なって明確な法秩序，ル

ーノレが確立されておらず，国家閉その他的対立が存することは勿論，そ

れらの対立，紛争を平和的に処理解決する構造，機構を有しない。国際

連合安全保障理事会，国際司法裁判所等の機能があるにしても，軍事紛

争，戦争抑止の機関として極めて無力かっ微弱なことは，前述来の長期

的国益や国際公益のよって立つ国民，市民の利益，福祉の基盤にもかか

わらず，世界人類一般を含めてわれわれの痛切に感じているところであ

る？
しかし，きればといって国際社会が過去常に政治，外交，軍事的対立，

また園内の反政府，反体制j型対立の延長としての国際対立に終始してば

かりいるかと言えば，そうではなし他方において，経済，科学技術，

文化の面においては，国際協調，国際親善を促進する要素も数多く出て

きているのである。つまり，国際社会における相互依存の関係といわれ

るものである。

とくに第二次世界大戦を境とする科学技術の発展と国際社会の地球社

会化は限をみはるものがあり，ジェット・エンジンなど航空機内発達に

よる交通時聞の短縮は，国際社会を地球儀的に烏服することを可能なら

しめるようになった。第二次世界大戦直後は，欧米へ船による渡航によ

っていたものが，航空機にとって代り，それもプロペラ機による太平洋

横断の場合，ウェーキ島経由などの中継飛行から，ジェ y ト機によるハ

ワイ，アメリカ大陸直航便に至るまで，ここ 30年聞の航空交通（Aero

Transportation）の発達は，地球社会，地球市民の言葉をそれほど不自然

としない程，地球の時間距離を短縮し，各国の国際的コミュニケーショ

ンを促進する機縁となっていることは否定しがたい。最近の先進国首脳

会議の定期的開催はその典型を示すものであり，また米ソ両首脳聞のホ

y トラインの設置もその一例であろう。

そしてこのホットラインの設置に見られる国際電気通信の発達も，国

際社会変革の大きな要因といって差支えない。殊に通信衛星，放送衛星
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の打上げとその利用による電話，テレ yクス等通信メディアの発達は，

国内，国際間を即時化L，テレビの衛星中継は世界の家庭を「茶の間」

化l. 1983年の「世界コミュニケーション年J(WorldCommunication 

Year )Iこ待つまでもなく，世界人類は，距離と空間を大幅に縮小しつつ

あると言ってもよかろう？

ここに交通通信面を始めとして，科学技術，文化面また，経済協力な

どに見られる国際協調，国際協力等，相互依存を不可欠とする国際関係

の現実がある。これ国際連合（以下「国連」という）の専門機関を始めとす

る各種の専門的国際機関の存在，発展に見られる国際社会内側面である？

かくして筆者の素人的見方ではあるが，その見通しによれば，長期的

国益は，国際公益と必ずしも矛盾しない。

もちろん，国連が改組強化されて世界連邦（WorldFederation）ないし

世界国家（WorldGovernment）が出現する時期が何時の事か分らないに

しても，主権国家を中心とする現在の国際社会，世界秩序のもとにおい

て，世界の主要な各主権国家とその国民が，平和と福祉という長期的国

益を忘れない限り，個別の対立を克服して行く事は人間の叡智の存する

ところ不可能ではないと考えるのはあまり楽観的にすぎるであろうか。

本稿の公共性に関連してとくに国益と国際公益について若干コメント

を行った理由は，今日の国家は今や国際社会の環境をふまえずして論ず

る事は出来ず，現代国家の公共性は，「公共の福祉と利益Jといっても，

それは単にー圏内の国民，市民の福祉と利益にとどまらず，むしろ「内

外公共の福祉と利益」という国際社会をふまえた公共性の問題として捉

えられる必要があると考えたためである。しかし，まだ国際公益の概念

や主体が明確になっていない今日の国際社会においては，少なくともわ

れわれは，国籍，人種，宗教等をこえた人間としての世界市民，ないし

地球市民の概念確立が必要かもしれない：n
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皿 現代国家の経営性について

1 . ＜経営性（Managementor Administration）の概念〉 ここに経営

性を規定して，前述のように「ミニマム・コストで？クシ7 ムな行政効

果，とくにウェJレフェアを達成しようとするもの」とすれば， 1982（昭

和57）年7月初日，政府に提出された臨調の第3次答申（基本答申）におい

て，今後わが国の行政の目指すべき 2大目標として，「活力ある福祉社会

の建設」と「国際社会に対する積極的貢献」を提唱，それとともに既存

の行政制度・政策の見直しのための視点として，「変化への対応J，「総合

性の確保J，「簡素化，効率化」，「f言頼性的確保」の4つを提示している？

これらの 2大目標と視占は，筆者らの指摘するまさに行政に対するAd-

ministrationまたは Management的アプローチと言うことが出来，この

ようなアプローチの仕方を別言すれば，多少とも公経営論的アフ’ローチ

のように思われる。その理由は，第1に国家目標ないし国民目標（Na-

tional Goals）とでもいうべき目標を設定し，その目標達成の手段として

の施策を目標手段関連的に検討しようとしていること。第 2に行政制

度・政策の見直し，改革にあたっての視点， 7ィロソ7ィとして4つの

原則を打出しているが，とくにその中心をなすものは，簡素化・効率化

に見られる政府・公共部門の減量経営にある事は，今回の臨調の特色と

いってよかろう。第3に，また今回の行政改革の前提になっている事は，

「増税なき財政再建」で，併せて中長期的に「行政サービスの水準と負担

の在り方」という行財政の一体的理解ということである。このような総

合的かつ学際的アプローチは， A也ninis廿ati onや Managementの研究

に比較的見られるところで，企業経営における経営計画と予算の一体的

システム化の傾向と同様，政府・公共部門の行政についても，行財政運

営一体化の見地から，「行政サービスの水準と負担の在り方」として行政

制度及ぴ行政運営の改善が基本的に取り上げられていると見ることが出

来るのである？

かくして肥大化した行政組織と巨額の財政赤字という大きな問題に対
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処して，行政の役割，政府と国民の関係の在り方を抜本的に見直すこと，

これが今次行政改革の大きな契機となっていると言うことが出来るが，

これらの行政組織と財政赤字，ならびに政府と国民の関係の在り方の根

底を貫く論理は，小さな政府指向と，政府・公共部門と民間部門の役割

分担の問題で，『福祉国家と福祉社会」（ttセ!fareState and研セ検問 Soc昭ー

か）の著者， W Aロブソンの指摘する国家と社会，政府・公共部門と民

間部門，政府と国民の最適な役割分担関係の問題と思われる？

かくして最終答申において，膨大な省庁組織，特殊法人等の組織の見

直しゃ，極めて多数にのぼる補助金や許認可等の洗い直しを全面的かっ

計画的に行うこと，また公務員，予算・会計，情報公開，行政手続等の

行政運営の主要制度について具体的な改革方策を提示するとともに，行

政改革の実施を引き続き推進するために行政改革推進委員会（実際には

行政改革推進審議会として1983（昭和58）年6月発足している。）ならぴに

国鉄について国鉄再建監理委員会の設置を求め，国鉄については正式に

委員会が成立している。

本稿においてその対象を筆者の本来の専門領域である現業・特殊法人

等の公共性と企業性（経営性）に限定することが，より研究的に安易な道

と考えられるが，今までの考察からもマクロ的に知られるように，公共

性と経営性は，ある意味で現代国家の特質となりつつあると見られると

ころから，筆者としては，最近の実証的，理論的研究動向に鑑み，かっ

II，公共性とくに国益および国際公益との関連において国際協力行政，

就中，公益事業・電気通信に関する技術協力行政を中心に論及しておき

たいと思う？

2 〈国際協力に関する行政について〉 以下，行政管理研究センターの

委託にもとづいて筆者らが行った「行政における国際協力分野の国際比

較に関する調査研究結果報告書」をもとに，わが国の国際協力行政を中

心にその現況と課題に関する事例研究を行っておこう？

一般に周知されているように，わが国の国際協力は，第二次世界大戦
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とその戦後処理としての賠償から始まったという歴史的経緯があって，

その目的，理念も鮮明でなく，経済協力（援助）を中心に実施実務が先行

していたというのが現実の事情と思われる。

つまり， 1954（昭和29）年第二次世界大戦後のわが国が東南アジアの諸

国に対L，第二次大戦中，わが国が与えた損害に対する賠償の形で始め

られ，その後政府ベースの開発援助として無償供与を含む，経済援助，

経済協力に発展してきているもので，その主たる所管省は外務省経済協

力局となっている。しかし，経済協力には政府開発援助（ODA=Official 

Development Assistance）とは別に，その他の公的資金（OOF=Other

Official Flows）および民間ベースの経済協力として民間資金の流れ（PF

=Private Flows）があり．輸出信用や海外投資として行われている。

ただ，国際的に真の意味での援助と見なされているのは ODAのみで，

ODAの対GNP比0.7%が国際目標とされていることも関係当局によっ

て指摘されている通りである？

したがって，具体的な経済援助・協力の中心としては，政府開発援助

（政府ベ ス経済協力）がそれを担うべきであると思われるが，およそ経

済協力，とくに ASEAN等に関連して強調される人造り（Human Re-

田 町cesDevelopment）にとって技術協力は，研修・訓練，教育に関係づ

けられる新しい型の国際協力で，経済協力が資金援助ないし投融資とい

う，いわは齢資金面に重点が置かれるのに対L，開発途上国等の人造り協

力に関連する国際協力の新しい段階の到来を意味する。

つまり技術協力（TechnicalCooperation）には，自？.-!¥f4学技術はいうま

でもなく，人文・社会科学のknowhow，ハードに対するソフトをも含

むものと解されるが，この技術協力は，教育・研究等学校教育，学術協

力等の分野との連動をも必然のものとする。かくして今日の国際化時代

といわれている背景は，経済のみならず，あらゆる分野の国際交流が盛

んになりつつあることを抜きにして考えることは出来ない。

さらに文化交流・協力が重視される背景には，多様な異質文化聞の国
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際協力が要請されているという歴史的事実がある。米欧のキリスト教文

化圏内みならず，中東を中心とするイスラム文化圏，インド 中国等ア

ジアの仏教文化圏等，宗教・文化を抜きにして今日の国際協力は語りえ

ない程多様な文化と多様な価値観に対応することを迫られているという

べきである。

また輸出信用や海外直接投資に見られる民間資金による民間ベース的

経済協力については，その功罪について色々評価の分れるところである

が，筆者としてはわが国の高度経済成長時代に産業立地の地方分散によ

る地域開発が地域振興に寄与したところも大きし公害・環境問題など

の配慮、を加えれば，地域開発の戦略として民間投資は原則的に歓迎すべ

きだと考えているので，民間の海外投資も政府開発援助とのリンクにお

いて相手国側の国造り（NationBuilding）に寄与できると考えられるので

あるロ

かくして国際協力を広義に規定して，「経済協力，技術協力，教育・研

究協力および文化交流・協力を包括的に含むものJとすれば，経済援助・

経済協力が元来開発途上国向けから出発しているので，国際政治的には，

東西の緊張緩和と国際交流・協力が必要であるが，中東地域を始め第三

世界ないし，とくに開発途上国内開発と安定が今日の世界にとって緊要

のことと考えられるので，開発（経済開発と社会開発）を中心にした国際

協力に重点がおかれるべきであると考える？

今，今後における国際協力の主題として以上のように人造りに対する

技術協力を中心に国際協力行政の課題を展開するとすれば，

(a）＜技術協力の実施主体〉 技術協力は，科学技術的施設やハードの側

面はいうまでもなく，医療や，社会科学的なソフトの知識が重要になっ

てきており，語学やスポーツ，文化等を含めて，極めて広範囲にわたる

側面である事が分る。それと同時に，技術協力は人聞が主体であるので，

開発途上国の関係者の研修や，教育，研究の面て府内交流・協力も必然の

ものとなる。しかるにわが国内技術協力が十分その役割を効果的に呆し
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うる体制になっているか否かは甚だ問題とされなければならない？

現在，技術協力は国際協力事業固という特殊法人を中心にして専門家

派遣，海外からの技術研修者の受入れ，経済協力プロジェクトに関する

事前調査やフィージビリティ・スタディに対するコンサルタントの派遣

など個人，企業，研究機関，行政機関などの関係者が実施主体者となる

形で行われている。

国際協力事業団は，その組織構成上，外務省，通産省，農水省その他

の技術分野に応じて多くの省庁に関係をもつようになっており，技術協

力の本来の趣旨からいえば，わが国のすべての行政省庁に関係すべき事

柄となる。きればといって各省庁縦割行政の出先機関的存在でなく．増

加しつつある政府間援助，民間協力の増大に備えて，国際協力事業団の

機能増大と，その管理運営に当つての自主性（Autonomy）が要請される

のではないであろうか？

臨調の最終答申においては，ただ「事業の迅速かっ効率的な実施のた

め，事案処理に関する主務官庁（外務省）の権限を大幅に委譲する叫との

み指摘されているにすぎないが，国際協力の有効な実施の観点から，そ

の将来動向は注目されるところである。

また開発途上国への長期・低利の融資機関としての海外経済協力基金

についても，最終答申において「事業の迅速かつ効率的な実地のため，

事案処理に関する主務官庁（経済企画庁）の権限を大幅に委譲する。また，

事業の採択，実施の各段階において国際協力事業団等との連携を強化す

るとともに，現地の諸事情を勘案し，国際協力事業団等との海外事務所

の共同化を図るりとあるように，その有効な活動が期待されているので

ある。

今，参考までに経済協力，技術協力，文化交流その他，国際協力に関

る国の行政機関を図示すれば，その概要だけでも別図聞のようになってお

り，その複雑，多彩な組織構成に一驚することであろう。

(b）（対外援助事業の評価〉 国際的にみて経済援助・経済協力を始めと
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する国際協力が最も積極的に行われていた国はアメリカである。しかし，

レ ガン政権になって対外開発援助予算が大幅に削減され，財政赤字を

含むアメリカ圏内的事情があるにせよ，わが国を含めて関係当事者の憂

慮するところであったが，このような予算縮減の厳しい環境は，アメリ

カの対外援助行政実施機関，国際開発庁（Agencyfor International De-

velopment: AID) （国務省の外局にあたる。）を中心により一層， 資金の

効率的活用と援助・計画・事業の評価に関する努力を促す要因となるに

至ったとされている。今その聞の事情を前出の「調査研究結果報告書」

の大森禰東大助教授担当（第2部第2章アメリカの国際協力行政）の中か

ら指摘しておこう？

一般にミニ7 ム・コスト，マクシ7 ム・ウェルフェアなどといっても

行政計画の費用効果を測定ないし評価することの困難さは，ピ ター・

セノレ7教授（PeterSelf)にまつまでもなく，極めて大きいことは言うま

でもないが，それにもかかわらず，それらの技術，手法が次々に開発さ

れるのは，「必要は発明の母」の例えのように，計画や予算に対する効

率性（E百1ciency）の要請であろう？

アメリカの対外援助行政において，政策や主要プログラムの省庁問調

整機能がうまく作用していないのとは対照的に，援助事業の評価作業の

実績には顕著なものがあるといわれる~1 AIDにおける援助行政の基礎単

位は lつのプロジェクト（Project）で，これは「特定の諸結果を生み出す

ために設計された単独の活動」という定義が与えられ，この意味でのプ

ロジェクトの複数個が1つのプログラム（Program）を構成する。プログ

ラムは「特定の諸目標を達成するために AIDが資金を出す諸活動的調整

されたセット」である。

AIDが効果評価をはじめたのは1980会計年度になってからだとされる

が， AIDが行っている評価には3種類あり，第lはJレーティン評価（Routine

Evaluation）（あるプロジェクトの進行中，定期的にプロジェクト・ペー

パーで定められた評価計画にしたがって行われるもの），第2は特別評価
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(Spe口alEvaluation) （解答を要する何らかの特別な問題があり，ルーテ

イン評価では解明されると期待できないものについて行われる）。 第3

は効果評価(ImpactEvaluation) （プログラムまたはプロジェクトがその

設計と実施の指針として用いられたかを評価的に分析するプロセスを記

述するもので，これはプロジェクト・ 7 ネージャーが目的達成のための

戦略の妥当性について確信が持てない場合に行われる）となっている。

AIDの効果評価は， AIDの最初の試みてaあるというので，その概要に

ついて要約すると， AIDの効果評価の中心は，プロジェクトが行われた

事によってもたらされた変化（効果）に置かれている。変化を示すには．

プロジェクトの前後の状況，それに変化（効果）がプロジェクトとどのよ

うに、因果関係をもっているかを知る必要があり， AIDはプロジェクトに

よって開発された人々の社会的，経済的，文化的，心理的，物理的環境

のすべての側面の変化に関心を持っているというわけである。

今しばらく効果評価の手順についてみると，どのような変化（効果）を

調査するカ叫決定は次の手順に従う？①プロジェクトと密接に関係のあ

る変化（効果），すなわちプロジェクト産出成果（Output）によって直接も

たらされた変化（効呆）をリストア yフqする。②次にプロジェクトの結果

とみられる他のすべての可能な変化（効果）をリストアップする。③次に

このリストを注意深〈調べ，今後の政策形成とプロジェクト設計に最も

多くのデータを提供する可能性があると判断されるIO個の効果を選ぴ出

す。この場合チーム各員がそれぞれ，他的メンバーと無関係に10個の効

果を選ぶ。＠ついで各 1）ストを集めて比較すると，チ ムメンバーの判

断の相違が分り，また多くのメンバーが共通して重要と考えている効果

が浮かひ府上ってくる。R芦b：果を重要性の順に並べる。⑥各問題（変数）に

ついてのデータをチームが収集できるかどうか検討する。⑦チームが当

初のプログラム設計に対してどのように関わるかを決定する。（プロジェ

クト文書か，その他の発表された資料によるか，対象国とプロジェクト

現場への訪問による）③プロジェクトの前および後（またはプロジェク
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トが未完成のときは実施中）に各問題（変数）の状況を「測定する」 リス

トに含まれる項目で「測定」できないものは除くか，あるいはウエイト

を小さくする。ただ「測定する」という言葉は，変化（効果）を数量的に

表現しなければならないという事を意味しない。それは変化（効果）を示

す1つの方法にすぎない。

このようにして，「プログラム評価検討書」（ProgramEvaluation Dis 

cu田ionPapers）は1981年 7月現在て吐Oベーノマー，またAIDのプロジェク

ト効果評価チームは， 1981年 9月現在でおの評価報告書を公刊している

といわれる。その具体的なプログラムの事例としては，農村道路，農村

電化，農村水道などがあり，プロジェクトの事例としては，フィリピン

の小規模fl1ii既，ケニアの農村水道， IJベリヤの農村道路，ボリビヤ町農

村電化などがあげられている？

これらの評価方法を見ると，①必ずしも対外援助事業に固有の手法で

はなし一般的にはManagementScienceやAdministrationScience研

究で試みられつつある費用便益分析や費用効果分析などシステム的アプ

ロ一千円分野に属するものであること。②これらのプログラムやプロジ

ェクトは，その事例でも明らかなようにその内容は施設などハード面，

ならぴにその管理運営面のソフトを含めて，国際，国内に共通する経済

援助・協力および技術協力的側面があること。③ただ評価方法について

は，一応マクロレベルの政策から，ミクロレベルの要因まで，高度に管

理され独立した資源投入（Input）から，台風や政治的動乱など不確定な事

象まで，説明の全範囲を調べるとあり，またプロジェクトによってえι
れた教訓と AIDの政策・手順に関係する教訓を区別し，政策・施策への

意味合いを配慮することになっているが，価値判断的要素をどのように

具体的に組入れるかはなお今後の課題のように思われること。などが指

摘できる。

かくしてこれらの評価作業は，普通AID本庁職員 2名とプロジェクト

実施国の専門家（研究者） 1名からなる評価チームが現地の実状聴取を基
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礎に援助国の責任者を含めて，約3日聞のworkshopを行い，教訓を導

き出す。この場合，評価チームメンバーには，評価対象となる当該プロ

ジェクトの設計・実施責任者でないものが選ばれ，それによって評価の

客観性と独立性を保持しようとしている。そしてこのような現地での評

価作業がプロジェクト活動の正規的過程の一部になるにつれて，それ自

体技術援助・協力のー形態となりつつあることは重要な意味があると考

えられ，対外援助，国際協力行政上の 1つの課題ともなりつつあるよう

に思われる。

N むすびに代えτ

現代国家と社会は冒頭に述べたように，大きく国際化の波に洗われて

いる。そしてわれわれとしては，その観点から現代国家の公共性原理を

「内外公共の福祉と利益」として国際社会をふまえた問題として捉え，そ

の具体的な事例を国際協力に関する行政問題に求めて少しく論述を行つ

ってきた。それと同時に現代国家に求められているもう lつの「効率性」

を経営性原理として捉え，国際協力行政においてその効率性，経営性が

やはり他の行政と同様求められるようになる事を暗黙の前提に，対外援

助行政，国際協力行政のわが国とアメリカの事例について多少とも紹介，

論及を試みてきた？しかし本格的には，対外援助行政，広〈国際協力行

政の効率性，効果そしてその効果評価とは何を意味するか，また何を意

味するべきであるかについて，未だ解答は出されていないというのが真

実のところではなかろうか。多様で異質な文化と価値観のもとでの，対

外援助，国際協力がどのように評価さるべきかについては，国際公益の

概念、や主体ともからめて多角的Eつ質的に扱わるべきもののように思わ

れる。

他方，国際化とともに逸することの出来ないものに最先端技術の 1っ

としての情報通信の発達がある。これらの科学技術革新の及ぽす影響は，

前述のように国際社会を地球社会化たらしめるに十分な要素をもってい
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る。そして近い将来，情報化社会の目玉として登場するべく指摘されて

いるのが高度情報通信システム（InformationNetwork System 「INS」）

である。このシステムは武蔵野・三鷹地区において1984（昭和田）年9月

から日本電信電話公社（NTT）によって実験に供されているが， INSは

将来地域のインフラストラクチャとなるべき性格の施設と目されている？

しかもそれだけには止まらない。高度情報通信システムは，国際的にも

海底ケーブルや通信衛星，放送衛星を媒介としてネ y トされうるシステ

ムである。そこに情報化は必然的に国際化を促L，逆に国際化がまた情

報化を促す相互依存の関係にある。このような光ファイパ一通信，コン

ヒ・ューター電子機器，そしてテレビの映像，画像などいよいよ研究開発

のすすむ技術革新を伴うニューメテ、ィアの出現によって行政も企業も市

民生活も変革が予想きれているのである。ただし，これらのニューメデ

ィアが現代国家や社会に定着し，国民，市民の身近かなものとなるため

には，そのコスト（費用）負担が国民，市民的受容しうるものであり，ま

た同時に現代国家，政府公共部門としては，これらのニューメディア

関連産業，とくにソ7トの情報提供部門が採算的に成立ちうるように先

行投資，ないし助成措置を講ずる必要があることが指摘されているので

ある。これ新しい公益事業的な活動に対する政府規制と採算性の問題で

ある？しかもこれらのニューメディアが国際的な技術協力ともからんで

いるだけに現代国家のニューメディアに対して果す役割は重要な意味を

持つことになろう。

注

(1）拙稿「現代国家における公共性試論」『アジア文化研究』第11号，国際基督教大

学，東京， 1979年， 8195頁。

(2）拙稿「公益概念と公益事業研究の新動向」 r公益事業研究』第24巻第2号，公益

事業学会，東京， 1973年， 2751頁。
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え句れれば，一概に非難できない要素もあると思われる．なお公共性原理的担

い手については注（！）を参照のこと。

(7）衛藤海吉「国際化時代の電気通信政策（4) 国際電気通信における国益と国際公

益ー」 r国際電気通信連合と日本』 Vol.11No.9，日本ITU協全， 1981年， 1

12頁参照。

(8) K. E ポールディングは，その著書『紛争町一般理論』において戦争と平和を

含む人聞の紛争と非紛争向原理について論及し，紛争の法則性を追求している

が，この事はとくに戦争と平和という人類にとって極めて重大な課題解決のた

め国際ンステムの理論を提供することにをると恩われるので，高〈評価したい。

K E. Boulding, Conflict and defence : a general theo叩， Harper& Row, N. Y , 

1963. 内田忠夫衛藤棒吉訳 r紛争の一般理論』ダイヤモンド社，東京， 1971年．

K.E Bo凶ding,Stable Peace, University of Texas Press, U.S.A., 1978.武者小

路公秀訳 r紛争と平和町諸段階』ダイヤモンド社，東京， 1980年参照。

(9) オレンジや牛肉など農産物輸入に見られる日未の対立は，日木農業の共存か，

国際競争による一方の敗北かなど難しい問題を含んでおり，眼先きの短期的国

益の対立でなく，長期的双方向利益に立った解決策を求むべきであるという意

味である。

(IO）総合安全保障の概念は，大平内閣あたりから用いられるようになったが， 1980

（昭和田）年9月，内閣がとりまとめた報告によれば「国際的要因に起因し，わ
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が国の存立基盤に重大な影響をあたえ，あるいは与える恐れのある多種多様な

脅威に対L，外交． 国防，経済等の諸施策を総合することによって． その発

生を未然に防止し，あるいは現に発生した場合にこれに適切に対処することに

より，わが国内国家としての存立を維持L，また社会的な大混乱を防止するこ

とを．総合安全保障と考える．」としている。かくして政治的．軍事的脅威から平

和と安全を守るだけでなく，エネルギー，食糧といった経済面での脅威から国

民生活向繁栄を守るということである。そして経済協力に関していえば，それ

がわが国の総合安全保障を確保する上で， （とくに危機予防内局面において）

重要な手段であることは明らかであるとして経済協力内総合安全保障における

位置づけを行っている園「経済協力に関する基本資料J外務省経済協力局政策

課， 1983（昭和田）年6月， 1の2経済協力と総合安全保障の項， 5 8頁参照。

［日）「日本国憲法」 r有斐閣六法全書a有斐閣，東京. 1983年，第9条 1項参照。

II司本稿においては，総合安全保障に含まれる経済協力をより幅の広い国際協力と

理解L，その中に技術協力，研究・文化交流を含めた国際協力・交流関晴と解す

ることにする。その理由は経済協力がとかく資金的，物質的なもので？，心の交

流・協力といった人間的要素に欠けることが指摘されているからである。

(13) 圏内の地方行政等で， yピル・ミニマムあるいはナンヨナノレ・ミニマムなど町

公共サーピス水準が政策論議の対象になることがあるが，同様な意味で国際社

会においてワ ルド・ミニマムあるいはアジア・ミニマムなども取り上げられ

てしかるべきであろう。

(14）現在の国連機関が戦争抑止の機能として極的て弱体なことは世界各地域での紛

争に関連して指摘されているところであるが．きればといって平和維持機能を

もった世界連邦建設などといっても，その実現性的見通しは明るいものとはし、

えない。 K.E.ポーJレディング，前掲書『紛争と平和の諸段階』四章，平和円

ための7つの政策提言書照。

（！日世界コミュニケ ション年（WorldCommunication Year Iを記悲して19回年，

国際的な各種催しの行われたことは周知のところである．世界コミュニケ シ

ヨン会議事務局，京王プラザホテル1024号室，なお情報通信学会というコミュ

ニケーションに関する学会も発会した。

（！日高野雄一 r国際法概論』新版，上巻，弘文堂，東京．本論第四章国際組織と

国際法参照。

II司地球市民については，地球市民団体を名町る非政府組織（NonGovernment Or・ 

ganization）はあるが，まだ極的て理論的にも実践的にも弱体なものといわざる

をえない．

IIc 『行政改革に関する第5次答申 最終答申ー』臨時行政調査会， 1983（昭和田）年

3月14日， 3頁。

II骨前掲資料， 3 4頁， 6 8頁。

自由 W. A. Robson, ~セ/fare Slate and We/fa陀 Society,George Allen & Unwin Ud., 

London, 1976. 辻清明，星野信也訳 r福祉国家と福祉社会』東大出版会，東京，
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198日年。

ω有国圭輔「これからの国際協力一特に技術協力－J＇国際協力総合フォーラム』

全報第4号，国際協力総合フォーラム，東京， 19田年. 3 -15頁。

ω ’行政における国際協力分野町国際比較に関する調査研究結果報告書』行政管理

研究センター．東京， 1982年参照。

仰外務省，前掲資料. 11頁．

側行政管理研究セム〆ター，前掲報告書．第1部第2章国際協力の理念と課題

(I }, 29-35頁。

ω 向上，序論， 1-13頁。

自由一瀬，菊池，寺戸，直江著『公社，公団，事業団』教育社，東京， 1979年第

7章参照。

ran 囲内における国際協力行政機構概要， 1984年

0 総理府本府一一対外経済協力審議会

。経済企画庁一一一調整局ーァー経済協力第一課

」経済協力第二課

。外務省 経済協力局 政策課

調査計画課

国際機構課

技術協力謀

開発協力課

有償資金協力謀

無償資金協力課

大臣官房一丁一海外広報課

国際連合局

アジア局

北米局

中南米局

欧亜局

」文化交流部ー「文化第一課

」文化第二課

国連政策課

軍 縮 課

経済課

科学課

原子力課

社会協力諜

人権難民課

中近東アフリカ局

主外公館

在日外国公館

在日国際機関
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。大蔵省 主計局一一主計官

国際金融局ー「総務課

企画諜

国際機構課

調査課

短期資金課

外資課

投資第一課

投資第二謀

投資第三課

主税局一一ー国際租税課

関税局ー「国際第一謀

」国際第二課

。通商産業省－，－一通商政策局一「国際経済部ー「国際経済課

｜ ｜ 」通商関税課

I 」経済協力部－－.－－－経済協力課

I 」技術協力諜

」産業政策局一一国際企業課

資源エネルギー庁一一ー長官官房一一一国際資源諜

工業技術院一一総務部一一国際研究協力課

計量研究所一一総務部一一一国際技術協力室

。農林水産省一一一経済局一一一国際部ー「国際企画課

ト国際経済課

卜国際協力課

」貿易関税課

水産庁一一一海洋漁業部一一一国際課

。文部省一一学術国際局一「国際企画課

ト国際教育文化課

ト国際学術謀

」留学生課

0 建設省一一一建設経済局一一ー国際課

。自治省一一一自治大学校一一国際研修

。運輸省 国際運輸・観光局「一国際協力課

」国際航空謀

。郵政省一一通信政策局ー「国際企画課

」国際協力謀

。労働省一一ー大臣官房一一一国際労働課

0 厚生省一一一大臣官房一一一国際課
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。法務 省一一一入国管理局「ー総務課

ト入国審査謀

ト資格審査課

ト審判謀

ト警備課

」登録課

気象庁一一一予報部一一国際通信課

。国家公安委員会一一一警察庁一一一刑事局 国際刑事課

。総務庁一一一統計局一一ー国際統計課

。人事院一一一公務員研修所一一ー国際研修

。科学技術庁-rー原子力局 調査国際協力諜

0 特珠法人

ト振興局 国際課

」研究調整局ーァ一宇宙開発課

ト宇宙国際課

L一宇宙企画課

国際協力事業団 日本学術振興会

海外経済協力基金 アジア経済研究所

国際交流基金 国際観光振興会

日本輸出入銀行 日本貿易振興会

日本船舶振興会

石油公団

金属鉱業事業団

側行政管理研究センター，前掲報告書，第2部第2章アメリカの国際協力行政，

大森粥担当，！59192頁。

側 PeterSelf, &o"ocrals and the Policy Process : the po/it.四 andphilosophy of 

cos！φbenefit a加 ／ysis,MacMillan, London, 1975. 

側行管センター，前掲報告書， 171頁。。JI 向上， 180183頁。

自由 向上， 184189頁。

側経済援助協力子算は量的に伸びをつづけ， 1985年までにODAを1980年まで

の5ヶ年倍増計画を設定Lているが．わが国的財政硬直化とからんで達成困難

視されている。しかもそ札と同時にその効果（Effectivene田）について相当内外

向関心が高まっている事も事実である。

ω高度情報通信ンステム（IぱormationNetwork System「INS」）は，電電公社によ

って推進されつつある地域インフラストラクチャ向性格を持つ情報化社会同ハ

ードウェアで， CATV，キャプテンなど実用化に入りつつあるメディアを含め

て，市民生活的変革が語られている。 1973年の第一次石油危機以来，情報化社
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全の現実化がおくれてきた観があったが，最近になって漸くその到来が近いこ

とを恩わせるに至っている。

関 INSに関連してデータ通信事業は，新しい公益事業分野である事が指摘されて

いる。ただL，公益事業に対する規制緩和による競争原理的導入が国際的に問

題になりつつあるので，その動向は注目されなければならない。
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INTRODUCTION TO PUBLIC 闘 TEREST

AND MANAGEMENT APPROACH 

IN THE CONTEMPORARY STATE 

一－With Special Reference to Internationalization 

and Information Age －一

4(Summary> 

Tom吋iIchinose 

In the contemporary state，血epursuit of“public interest and welfare 
of people”is required as a national goal. At the same lime, the impor-

tance of叩 efficientpublic sector as represented by a四la!ivelysmall 

govemment has come to be emph田izedsince血eemergence of Thatcher 

administration in Great Brita祖国idReagan administration in U. S. A. 

The same thing can be said of Japan. Therefore, I would like to explain 

efficiency problems of public sector in terms of management approach 

adopted by the Japanese government. 

If we understand “public sector" as an objective or end con四 pt,we 

may regard“management”as a means concept for the contemporary 

state. This objective concept阻 dme阻 sconcept are parallel and relative 

to contemporary state functions. 

Therefore, we c阻 understand血atm叩 agementof contemporary 

state entatls the accomplishment of maximum welfare and effectiveness 

with minimum cost 

In this article, I would like to pursue the problem of public interests, 

especially national and international interests, and refer also to也e

problems involvmg the efficient administration of international co-

operation by吐四Japanesegovernment. 


